
                                       

社会福祉法人博光福祉会 役員等報酬規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人博光福祉会の役員(理事・監事)及び評議員の報酬等につ

いて定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この規程に基づいて報酬を支給する役員は、次に掲げるものとする。但し、理事長 

が特に必要と認めた役員に対し、非常勤役員等としての職務執行の対価として、法人

が役員報酬を支給することができる。 

（１） 理事長  

（２） 常務理事 

 

（役員報酬の額） 

第３条 役員の報酬月額は、別表１の基準額表に定めるとおりとし、評議員会において決定

する。 

 

（理事会及び評議員会の費用弁償） 

第４条 非常勤理事及び非常勤監事が理事会に出席したときは、次により費用を支払うこと

ができる。なお、同日にあわせて法人の業務及び評議員会出席にした場合であっても、

第５条の費用はこれを支払わないものとする。 

 費用額(税引き後) 

理事会出席費用 10,000 円 

 

２ 非常勤評議員が評議員会に出席したときは、次により費用を支払うことができる。

また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第５条の費用はこれを支

払わないものとする。 

 費用額(税引き後) 

評議員会出席費用 10,000 円 

 

（役員及び評議員の費用弁償等） 

第５条 非常勤理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営の

ための業務にあたった場合、または非常勤評議員が、評議員会以外の日において理事



長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表２により費

用を支払うことができる。 

２ 非常勤監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への

立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表２により費用を支

払うことができる。 

 

（兼務役員） 

第６条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、こ

の規程を適用することができる。 

 

 附 則 

 この規程は、令和６年４月１日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

役員報酬基準額表（年俸月額） 

 

号俸 金額 号俸 金額 

１ ３００，０００円 １９ ２，１００，０００円 

２ ４００，０００円 ２０ ２，２００，０００円 

３ ５００，０００円 ２１ ２，３００，０００円 

４ ６００，０００円 ２２ ２，４００，０００円 

５ ７００，０００円 ２３ ２，５００，０００円 

６ ８００，０００円 ２４ ２，６００，０００円 

７ ９００，０００円 ２５ ２，７００，０００円 

８ １，０００，０００円 ２６ ２，８００，０００円 

９ １，１００，０００円 ２７ ２，９００，０００円 

１０ １，２００，０００円 ２８ ３，０００，０００円 

１１ １，３００，０００円 ２９ ３，１００，０００円 

１２ １，４００，０００円 ３０ ３，２００，０００円 

１３ １，５００，０００円 ３１ ３，３００，０００円 

１４ １，６００，０００円 ３２ ３、４００，０００円 

１５ １，７００，０００円 ３３ ３，５００，０００円 

１６ １，８００，０００円 ３４ ３，６００，０００円 

１７ １，９００，０００円 ３５ ３，７００，０００円 

１８ ２，０００，０００円 ３６ ３、８００、０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

非常勤役員等 

 

名      称 費用額(税引き後) 

理 事 及 び 評 議 員 業 務 費 用   10,000 円 

監 事 監 査 費 用   10,000 円 
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